
廃棄物勘定に関する考察(3)

山 本 充

3.廃 棄物勘定の改善に向けて

3.1廃 棄物勘定の目的の吟味

現在の廃棄物勘定は,環 境 ・経済統合勘定の廃棄物対策およびリサイクル推

進のための政策的利用可能性を高めることを意図 して試算 されている。そのた

め,経 済全体 において生産 ・消費部門の廃棄物処理に対する費用負担の状況や,

リサイクル(さ れる)財 の投入 ・産出状況を把握すること,同 時に廃棄物処理

や リサイクル活動に伴 う環境負荷(外 部不経済)の 状況 を把握することが勘定

作成の主な目的と考えられる。前者については,廃 棄物処理 ・リサイクルに関

連する実際の生産 ・消費活動をSNA概 念に従いマクロ経済統計 として捉 える

ことで市場経済における廃棄物処理費用や リサイクル財の投入 ・産出状況を明

示 し,後 者 については,物 量ベースで廃棄物処理に伴う環境負荷を推計し,帰

属環境費用として貨幣換算することで本来支出されるべ きであったが支出され

なかった費用を明示するものとなっている(廃 棄物勘定基本表)。

こうした目的は環境 ・経済統合勘定 自体が未だ試算の域を超 えていないこと

か らやや具体性に欠けるように思われる。 しかしなが ら,勘 定表の枠組み(フ

レームワーク)は 利用 目的に従い改良することが可能であるため,具 体的な利

用目的を設定することで目的に沿ったマ トリクス構造を定義すればよい。例え

ば,リ サイクル活動の普及 ・促進対策の政策評価 を行 うための勘定 とするので

あれば,事 業主体(国 ・都道府県 ・市区町村)の 分割,事 業費の分類を行い,

事業実施 に伴う生産 ・消費部門の リサイクル活動や外部効果の変化を明示で き
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る勘定構造 を設計すること等が考えられる。ただし,政 策の効果が タイムラグ

をもって発現することがあることに注意すべ きである。また,事 業効果のみを

分離 ・表示する場合や,制 度的な政策による効果を明示するような場合などで

は,環 境 と経済の相互作用を分析する計量モデルを勘定にリンクさせた形で別

途作成す ることが有用 と考えられる。いずれにしても,環 境 ・経済統合勘定や

廃棄物勘定等は,環 境 と経済 との相互関係を表すマクロ統計情報を提供するこ

とが大 きな役割 と考え られ,有 用な情

報提供を実現するためには勘定の利用(資 源採取国内採取・輸入)

目的をより具体化する必要がある。

(1)循 環型社会に関する情報

廃棄物勘定が提供すべ き情報は,

循環型社会における廃棄物処理 とリ

サイクルの状況に関する情報であろ

う。図7に は,物 質の流れ(マ テリ

アルフロー)に よる循環型社会の姿

を示す。循環型社会基本法では,①

製品等が廃棄物等 となることを抑

制,② リサイクル資源が発生 した場

合の適正 な循環的利用の促進,③ 循

環的利用が行われない場合の適正な

処分方法の確保,に より天然資源の

消費が抑制され,環 境への負荷 を極

力低減される社会を循環型社会 と定

義 している。

図7に おいて陰影を施 した矢印が

廃棄物勘定に必要な情報 と考えられ

る。 「資源採取」か ら 「資源投入」

への矢印 を除 く陰影 を施 した矢 印

生産

(製造・流通等)

処理

(焼却・再生等)

出所:環 境省 『循環型白書 平成14年

版』より,加 筆修正

図7循 環型社会の姿
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が,廃 棄物処理部門が関わる部分である。「資源採取」か ら 「資源投入」へ

の過程は,廃 棄物処理部門には直接関係 しないが,経 済社会への天然資源等

の物質投入を表す ものであるため,経 済社会における資源循環がこの物質投

入 をどの程度抑制できているか,つ まりリサイクルの資源節約効果を示すた

めに必要な情報である。

これ らの情報は,す べて物量で表すことが可能である。つま り,物 量勘定

であるマテ リアルフロー勘定(MFA;MaterialFlowAccounting)を 作成

す ることで経済社会の物的な資源循環の状態を把握することがで きる9)。し

かしなが ら,物 量勘定では経済的取引の状況を把握することはその 目的から

して不可能であ り,費 用負担の状況や所得 ・雇用の発生などを捉 えることは

できない。 したがって,循 環型社会が持続可能な経済社会 として成立 してい

るかを判断するためには,環 境 と資源の価値が市場 に適正に組み込まれてい

るか,価 格がエコロジー的に適正であるかを検証できる貨幣勘定部分 も必要

である。すなわち,図7の 陰影 を施 した矢印に関する物量 と貨幣に関する情

報10)を廃棄物勘定は提供すべ きであろう。ただ し,図7は すべてのマテリ

アルフローを示 してはいない。MFAで は資源採取により発生する隠れたフ

ロー(且iddenFlow)が 含 まれているが図7で は明示 されてお らず,建 設活

動等により生じる隠れたフローが 「生産」か ら 「資源投入」への矢印に含 ま

れることとなる。また,図7で は生産や消費な どの経済活動に伴い大気 ・水 ・

土壌 などの環境中へ放出されるマテリアルフローが示 されていない。このよ

うなフローの内,環 境悪化を引き起こすフロー,す なわち大気汚染や水質汚

濁,地 球温暖化などの原因物質についてはエコロジーに適合 した低負荷の循

環であるかを示すことがで きるように把握すべ き情報である。廃棄物勘定の

ノ

9)日 本 のマ テ リア ルフ ロー勘 定 は,国 立環境 研 究所 が ドイ ツの ヴ ッパ タール研 究所

や 米 国,オ ラ ンダ等 との 国際 共同研 究 にて作 成 して い る。森 口(1997),森 ロ(1999)

を参照 。

10)た だ し,基 本 的 に物 量 と貨 幣 の流 れの方 向 は逆で あ るが,逆 有償 の場 合 は 同方 向

となる。
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場合,勘 定の対象 となる廃棄物処理およびリサイクル活動 に伴う環境汚染物

質の排出フローが対象 となる。さらに,図7は 輸出や移出などの勘定地域外

へのフローは示 されていないが,廃 棄物や リサイクル財に関するこれらのフ

ローは廃棄物勘定に必要な情報である。

リサイクルに関しては,家 電製品などが家計等か らいわゆるリサイクルシ

ョップへ と引き渡 される 「消費 ・使用」内での循環があるが,不 法投棄とな

らない限 り経済内での使用状態(あ るいは蓄積)と みなせ るので,勘 定に計

上する必要はないと思われる。

(2)静 脈産業の確立を検証できる情報

循環型社会においては廃棄物処理部門,い わゆる静脈産業 は非常に重要な

役割を担 うことになる。これまでの大量廃棄型社会においては,廃 棄物処理

部門は終末処理装置 として経済の出口における廃物の浄化機能を担 って き

た。 しか し,最 終処分場か ら漏出する汚染物質が水質汚濁や土壌汚染をもた

らしていることなどか ら,こ の機能 も不完全であると言える。循環型社会で

は,こ のような浄化装置 としての役割を充実させることに加え,経 済で不要

物 とされた廃棄物から有価物 を回収するなど,廃 棄物の再利用 ・再資源化を

行い,物 質を再び経済内へ戻す リサイクル機能を拡充することが重要となる。

例えて言えば,廃 熱がヒー トアイランド現象や水域の生態系変化 を引 き起 こ

していたように,廃 棄物の最終処分が環境 に負荷を与えていたのであるが,

今後はヒー トポンプのように廃熱の代わりに物質を経済内へ引き戻す役割を

果たすことが廃棄物処理部門に求め られる。ヒー トポンプが駆動力を必要と

するように,廃 棄物処理 ・リサイクル活動 も物質 ・エネルギー投入を必要と

する。 しかし,こ れらの投入 も抑制する環境技術の開発 ・導入が実現されな

ければ,静 脈部門が背負 うエ コロジカル ・リュックサ ック11)が重た くな り

エコロジー的に高 くつ くリサイクルとなるため循環型社会の形成 は困難 とな

る。廃棄物処理施設は,環 境 と経済 との問の物質代謝を担うインフラス トラ

11)あ る特 定 の物 質が ラ イフサ イ クル を通 じて必 要 とす る一次 原料 とエ ネ ルギー の投

入 総量 。
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クチ ャーとして機能しなければならない。

植田(2000)は,こ うした静脈産業を地域における循環型社会の担い手 と

して地域環境産業 と呼んでお り,「地域環境産業は,新 しい高度技術を用い

システムを改善 して減量化やリサイクルを進め,地 域に循環型社会を構築し

てい くという一大事業を担い,そ の推進力 となる産業である。」としている。

また,和 田(2002)は 「静脈産業の確立とは,あ らゆる商品あるいは物質に

ついて,社 会的に意義のある規模の リサイクルを行 う経済システムを作 り上

げることである。最終処分場の需要を顕著に減少 させる規模の リサイクルを

行 うことと言い換 えることもできる。」 としている。両者 ともシステムとい

う言葉を使用してお り,廃 棄物処理部門の変革だけでは循環型社会は形成で

きず,経 済社会全体の変革を同時に伴わなければならないことを示唆 してい

る。

現在,廃 棄物処理部門では基本的に公共部門が一般廃棄物 を,民 間部門が

産業廃棄物 を処理するシステムになっているが,リ サイクルの観点からは物

質ごとの処理プロセスが形成 されることが望ましい。この点か ら技術 ・処理

システムの改革推進力のある民間部門の力を一般廃棄物の処理に活かす事業

形態 として行うことも有効である。すなわち,公 共部門は政府として廃棄物

の処理 ・リサイクルが適正に実行されているかを管理する機能を担い,地 域

環境産業を育成する政策に重点 を置 き,物 理的な処理活動は民間部門が担 う

方式も循環型社会では有意義なものと考 えられる。

こうした循環型社会の活動 を示すためには,静 脈部門の活動 を従来の廃棄

物処理活動 とリサイクル活動 とに分割表示することが必要である。また,リ

サイクル活動については可能な限 りリサイクル財の種類ごとに表示すること

が望まれる。

さらに,貨 幣勘定ではこの2つ の活動に関する費用構造を明示することが

必要である。高価 な労働費用 を投入 した回収資源を用いたリサイクル商品は,

初使用資源を使 った商品よ りも割高 とな りリサイクル商品の市場が制約 さ

れ,資 源循環が円滑に行えない状況 もある。また,一 般廃棄物のように処理



ヱ42 商 学 討 究 第53巻 第4号

費用が税金により賄われる場合は,一 部の有料回収を除き一般に排出者の費

用負担意識が希薄となり,排 出抑制効果が極めて低い。このような排出行為

と費用負担意識の乖離 に関して和田(2002)は,「 リサイクル費用は,市 場

に任せておいたのでは調達できず,全 額 を財政負担としたのでは廃棄物の減

量 ・減容のイ ンセンティブは働かない。すると,個 人や企業が,廃 棄物の減

量の代替手段であるリサイクルを強力 に推進するインセンティブが働 きにく

くなる。政策的(制 度的)に,リ サイクル費用を廃棄物の排出者に負担 させ

ることが必要となる。そ して,こ の従来外部化 されていた費用の内部化が,

静脈産業形成の重要な鍵 となる。」と述べて環境税に関連付けている。しか し,

このことと同時にリサイクル財やリサイクル商品がエコロジー的に適正な価

格で産出(購 入)さ れなければならない。つまり,外 部不経済を抑制する効

果 を持つ価格で財 ・サービスが取引されている投入産出構造を検証できる勘

定が求められることになる。これには外部不経済の評価のほかに,リ サイク

ル資源と同質の初使用資源が どの程度の価格で取引されているかを表すか,

それぞれの価格比などを明示することが有用であるかもしれない。いずれに

しても,廃 棄物勘定からリサイクルや廃棄物処理サービスに対する価格によ

る市場 シグナルが導出されることが必要であろう。

したがって,廃 棄物処理およびリサイクルに対する経済主体 ごとの費用負

担状況とともに,廃 棄物処理活動 とリサイクル活動の費用構造を回収費用,

分別費用,リ サイクル(再 生)費 用,中 間処理費用,最 終処分費用などの費

目別に明示することが望 ましいと考えられる。この費用構造に関する情報は,

地域の社会システムのあ り方に関する情報 ともなる。現在,ダ イオキシン問

題への対処か ら廃棄物の広域回収 ・処理が行われているが,リ サイクルに関

しても同質のリサイクル財を大量に回収するための費用は回収範囲が広域に

なるほど大 きくな り,対 象 となるリサイクル財の回収エリア面積当た りの賦

存量が小 さいほど大 きくなる。この回収費用は適用される回収システムに依

存するため,回 収費用を最小化できる社会システムのあ り方に対する情報 と

なる。 こうした費用構造は,廃 棄物勘定に採用 されている投入産出形式の勘
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定表には新たな行を設けるなどの工夫が必要 となる。

(3)政 策評価に有用な情報

和田(2002)に よると全国の自治体では 「ごみ処理行政」に対する行政評

価の必要度が高い という調査結果が得 られてお り,行 政評価の評価基準 とし

ては廃棄物排出量の減少,廃 棄物再生利用率の向上,住 民意識の向上,清 掃

行政に対する財政支出総額の減少(増 大抑制)な どが多 く選択 されている。

廃棄物処理対策や リサイクル促進に関する政策は,施 設整備に対する投資

や補助金,制 度設計に要 した費用などにより政策の実施を貨幣勘定において

費用投入 として表現することが可能である。廃棄物の発生抑制効果およびリ

サイクルの向上は,結 果的には最終処分量の削減効果をもた らす。 したがっ

て,対 策費用当た りの最終処分削減量が大 きくなることが費用対効果の高い

政策であると判断で きる。問題は政策が どれほどの効果をもたらしたかを明

示することである。最終処分量の抑制は,政 策努力のみな らず民間企業や消

費者の努力によって も実現 されるため,政 策の単独効果 を判定するには何 ら

かの推計方法を構築する必要がある。 しか しながら,民 間企業や消費者の努

力 も政策の効果 として捉えるならば,最 終処分削減量を政策効果 とすること

は可能である。 リサイクル促進に関する政策についても,リ サイクルを焼却

などと同様に最終処分量を減少させる中間処理 と捉 えることもで きるため,

最終処分削減量はリサイクル関連の政策の評価 にも適用可能と考えられる。

廃棄物勘定を含め環境勘定が政策評価 に使用できるためには,実 施 された

政策が費用等の貨幣単位や活動量等の物量単位の数値データとして表現 され

る必要がある。また,費 用構成などの内訳データも効果 との対応を図るため

必要 となる。このため,行 政側の情報開示が政策評価 を可能とする前提条件

となろう。

さらに,前 述 したように環境政策の効果が政策実施 と同時期に発現するこ

とは考えにくい。このことをDPSER指 標12)で考えてみる。DPSER指 標は,

12)環 境庁(1998)
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環境要因D(DrivingForce),環 境負荷P(Pressure),環 境状態S(State),

環境影響E(Effect),環 境対策R(Response)を 表す指標群か ら成 る環境

指標である。Dは 直接的 ・間接的に環境負荷を生 じさせる経済活動を表 し,

Pは 経済活動によって引 き起 こされた環境への負荷を,Sは 現在の環境の状

態を,Eは 環境負荷 によって生 じた影響 を,Rは 環境悪化を防止するための

対策を表 している。 これ らは作用 と反応の関係にあるので,D→P→S→E

→R→Dと いうサイクルを形成する。このサイクルは環境問題が消失するま

で続 くことになる。例えば廃棄物対策の政策は,物 質投入の多い生産 ・消費

活動(環 境要因D)が 廃棄物の最終処分量 を増加(環 境負荷P)さ せ,こ れ

により最終処分地の確保 とい う土地利用の変化(環 境状態S)を もた らし,

森林減少等による生態系破壊(環 境影響E)を 発生 させる。 この対策 として

廃棄物発生量の抑制政策(環 境対策R)が 講じられることになる。この政策

を製品の物質投入量に対する環境税 とすると,生 産者は税負担を軽減するた

め生産におけるエネルギー等の物質投入量の抑制 を図る(D)。 その結果,

生産活動か ら発生する廃棄物量は減少 し最終処分量 も減少する(P)。 よって,

最終処分地への土地利用変化が抑制され生態系破壊に歯止めがかかる。この

場合,政 策の効果は究極的には生態系破壊が回避されることであるが,最 終

処分量あるいは最終処分地の減少 を効果 とする捉え方 も可能である(ただ し,

宅地などへ の土地利用変化がなく,森 林が保全 されることが前提である)。

このような過程 を考えても,税 制が施行されるまでにも準備期間に支出行為

が発生するため,そ の効果は早 くとも次の会計期問に発現するものと考える

ことが適当であろう。行政担当者からは政策の効果をす ぐに求められるとの

声 もよく聞かれるが,と りわけ環境政策の場合 は一般にその効果は政策実施

か ら少なくとも1年 以降というタイムラグをもって発現すると考え,効 果の

発現は過去の政策の蓄積効果 と考えることが適当と思われる。

いずれにしても政策評価のためには,環 境改善効果を明確に定義し,定 量

化することが必要である。
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(4)地 域表作成の目的

地方自治体 にとって廃棄物対策費用は大 きな負担である。廃棄物勘定の全

国表では地域における費用負担の状況が明示 されないため,地 域表を作成す

ることにより対象地域の生産 ・消費 ・行政部門の費用負担状況 と環境負荷

(廃棄物発生量)が 把握できるようになる。また,廃 棄物や リサイクル財の

発生状況は地域の産業構造により異 なり,こ のことは費用負担や環境負荷の

差 として現れると考えられる。このため廃棄物処理方法や リサイクル方法等,

地域特性に応 じた対策が求め られる。地域固有財 としての性格をもつ環境 と

い うことを考えれば,対 策に適用 される環境技術が地域の固有性を高める適

地技術であることが求められ,そ の技術 開発や導入可能性,さ らにはその技

術 を運用 ・管理す る人材育成な どに関連す る情報提供が地域表に期待 され

る。

例えば,北 海道においては家畜ふん尿などの農業由来の廃棄物が産業廃棄

物発生量の半分 を占めているが,こ の家畜ふん尿の処理形態 も気候や産業構

造等の地域性に沿った処理が物質循環的に有効となる。九州地方の温暖な地

域では,家 畜ふん尿の堆肥化に必要なエネルギー投入 も少なくて済むが,寒

冷地域では発酵温度を維持するための物質投入が余分に必要 となる。また,

地域の産業構造に関 しては,九 州地方など稲作農家 と酪農家が混在する地域

や木材産業 と酪農業が混在する地域などでは,収 穫後の稲藁やおが屑 を酪農

家が敷料等 として使用 し,こ れ らはふん尿 とともに堆肥化 され農地へ還元さ

れ,食 品産業から排出される食品系残渣は飼料や堆肥原料 とされ農地へ還元

される。

しかし,北 海道のような大規模な酪農地帯では異業種 との物質交換 にも運

搬などのエネルギー投入を必要 とするので,そ の対策 も同様には行えない。

さらに,家 畜ふん尿の発生量を抑制するには,基 本的に家畜の飼養頭数を減

らすほかに手段がない。 こうした場合,廃 棄物の発生量 を抑制することは困

難であるので,ふ ん尿の不適正処理 による河川や地下水の水質汚濁の防止 と

有機物資源 としての物質循環を図ることが対策として必要 となり,廃 棄物勘
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定ではリサイクル財 と同様 に物質循環が適切に行われているかを検証する情

報を計上することが望ましいと考えられる。このような地域の産業立地や環

境状態 を考慮 して,エ コロジカルな対策を講iじる必要があることやその対応

が順調 に行われていることを地域表では表現されることが必要であろう。

リサイクル活動が活発化 してゆくとリサイクル財(原 料や製品)の 流通量

が増加 し,リ サイクル財の地域 間移動や地域内の蓄積が顕著になると考えら

れる。 このような状況を地域表において明示することが可能 となれば,リ サ

イクル活動の地域間相互作用 の分析 に有用な情報 を提供できると考 えられ

る。一方,リ サイクル財 も一般の製品と同様に輸送距離が増大すると物質投

入量も増大する。これは最終製品として販売される財の価格に転嫁されるの

で,リ サイクル財を使用 した製品の市場支配力を低下させる。しか し,ス ケー

ル ・メ リットを働かせることでこのことは緩和で きるが,物 質投入量は減少

させ ることが困難なためリサイクル製品の物質集約度は高まる。物質投入量

を軽減するには,可 能な限 り小 さな圏域で循環させることが有効であろう。

地域内で資源がどのように循環 されているか,他 地域の資源に対する依存度

や他地域への影響度などを地域表作成により明示することが可能である。

都市域の大 きい地域 と森林面積の大きい地域 とでは,自 然環境が持つ浄化

力 も異なる。すなわち自然資源量の違いが地域の環境容量の違いとなるので

ある。このことは環境負荷削減 目標が地域 により異なることを意味 してお り,

環境負荷削減 目標 を地域表か ら導出することが可能である。同時に維持すべ

き環境容量に関しても地域表か ら導出することが可能 となる。

このように地域表を作成することは,地 域経済と廃棄物処理 ・リサイクル

活動 との相互関係 を環境 と経済の両面か ら,循 環型地域社会に関する現状分

析や制度 ・計画立案,政 策効果分析などに有用な情報提供することを可能 と

する。
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3.2環 境費用の吟味

(1)環 境費用の推計範囲

1.113)で 記述 したように,現 状の廃棄物勘定では 「ふん尿」および 「汚

水 として公共用水域に排 出される液状廃棄物(動 物のふん尿 を含む)」 は水

質汚濁原因物質として既に統合勘定において水質汚濁にかかる帰属環境費用

の推計対象としているため廃棄物の範囲か ら除外 されている。しかしながら,

北海道のように家畜ふん尿が産業廃棄物の発生量の半分を占めるような地域

では,ふ ん尿 という廃棄物が水質汚濁 を発生 させている現状があ り,ま た一

方では有機物資源の循環問題もあるため環境費用の推計対象か ら除外するこ

とは適切ではない。地域の産業構造 と経済,廃 棄物 と環境問題の実情に沿っ

た推計対象 の設定が必要である。

さて廃 タイヤは,家 庭から排出されると一般廃棄物,事 業所か ら排出され

ると産業廃棄物 として処理 されるが,廃 タイヤを燃料 として使用する場合は

廃棄物が燃料へ変化し,そ の処理に関して廃棄物に関係する許可 ・申請を必

要 としない。日本 タイヤ リサイクル協会(JATRA)が 発表 した 「2001年タ

イヤ リサイクル状況」によると2001年 の廃 タイヤの総発生量 は,1億700万

本で重量 にして1,059千 トンと前年に比べ400万 本,重 量で約3万 トン増加 し

ている。このうちリサイクルされたものは938千 トンで,リ サイクル率 とし

ては89%と 前年比で1.0%増 加 している。リサイクル方法 としては,マ テ リ

アル ・リサイクルの原形 ・加工利用 と,サ ーマル ・リサイクルの熱利用があ

るが,約68%に 相当する637千 トンがサーマル ・リサ イクルされている(図

8に 示 したブリヂス トンの環境報告書2002で は51%と なっている)。廃 タイ

ヤはリサイクル可能ということか らリサイクル利用の場合は廃棄物 としての

取 り扱いを受けないのであるが,燃 料 としてサーマル ・リサイクルされてい

る割合が高いことを考 えると,RDF等 も含め廃棄物が焼却 され熱利用 され

ていることと大差ない状態である。 また,野 積みの古タイヤか ら出火するな

13)山 本 充(20Q2)「 廃 棄物 勘 定 に関す る考 察(1)」 商学討 究 第53巻 第1号,p309
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図8廃 タイヤのリサイクル状況

ど社会問題 として廃タイヤ問題が認識されている面 もある。

JATRAに よると廃 タイヤの発生は,2001年 においては 「タイヤ取 り替え

時」での発生が重量構成比で81%を 占める結果となっている。北海道では積

雪地域であることから,自動車所有者は夏用 と冬用のタイヤを保有 してお り,

かつ面積が広大であること,鉄 道網密度が低いことか ら自動車への依存度が

高い。こうした地域事情を考えれば,廃 タイヤを廃棄物あるいはリサイクル

対象財 とみなして,廃 棄物勘定の対象財 とす ることが望 ましいと考えられ

る14)。

同様に,廃 棄物勘定が着 目する経済部門は廃棄物処理 ・リサイクル部門で

14)廃 タイヤ は回収 ル ー トが明確 化 され てお り,特 定全 事 業者(タ イヤ 販売 店,タ イ

ヤ販売 会社 等)が 廃 タイヤ に管理 票(マ ニ フェス ト)を 付 けて,廃 タイヤが 適正

処 理 され た こ とを最 終確 認す る"マ ニ フェス ト制 度"が ス ター トしてい る こ とか
'ら もデー タ利用 可能 性 が高 い。
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あることから,容 器包装リサイクル財,家 電 リサイクル財,建 設リサイクル

財,食 品リサイクル財,自 動車 リサイクル財などについても,統 計データの

利用可能性は低いが廃棄物勘定が取 り扱 うべ き物質である。

(2)最 終処分および不法投棄に伴 う環境悪化

最終処分に伴う環境悪化に関して,国 の報告書では 「最終処分が適正に行

われる限り原則として最終処分地外に環境悪化が生ずることはないはずであ

るが,少 なくとも最終処分地からの排水による水質汚濁が検討の対象 となる

ほか,最 終処分地 としての土地利用自体 を環境の悪化 と見ることも考えられ

る。」 とされている。最終処分地か ら発生 している環境負荷については統計

データに乏 しいが,水 質汚濁のほかメタンガスの発生などもあり,調 査デー

タに基づ く環境汚染物質の排出量 を推定することが望まれる。

また,最 終処分地の土地利用 自体に対する考え方については,「廃棄物の

再生又は中間処理に関す る費用データに基づき,発 生 した廃棄物1単 位分 を

再生又は減量化するために必要な費用原単位 を求め,こ れを廃棄物の最終処

分廃棄物の最終処分量に乗ずれば,廃 棄物の最終処分に係る帰属環境費用 を

求めることができる。」 として最終処分に係 る土地占有の帰属環境費用を推

計 している。 この考え方には,現 状の最終処分量の中には再生あるいは減量

化可能な廃棄物が含 まれてお り,処 理前の廃棄物 と同様の処理費用をかける

ことで最終処分量を削減することが可能であるという考えが含 まれていると

思われるが,よ り適切には最終処分量中の再生可能量および減量可能量を算

定 した上での適用が望 ましい。

しかしなが ら,最 終処分地 という土地利用 を考えるのであれば,現 状では

最終処分地以外 には使用できない土地であるため,そ の排他的な使用を問題

とすべきであろう。将来的に最終処分地 としての使用が終了 した時には,宅

地や緑地等の都市的利用,森 林再生など,そ の時点での土地利用に従い評価

を行 えばよい。廃棄物対策の目標 には最終処分量の抑制があり,こ れは新た

な最終処分地の確保抑制でもある。これ まで,都 市的利用が行われている土

地や農地が最終処分地へ と土地利用変換された例はほとん どなく,山 林や水
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域の埋め立てなど自然地を使用する場合がほとんどであることを考えれば,

都市的土地利用への転換 と同様にみなし,土 地利用に係る帰属環境費用 と同

様な土地造成費用の遺失利益 として推計されることの方が妥当であると考え

られる。しか し,廃 棄物の最終処分量 をゼロにすることは不可能であり,最

終処分地についても同様である。エコロジー的に適正な最終処分 とは環境中

に放出された物質が 自然の物質循環に再び戻されることであろう。この意味

では使用後の最終処分場が自然地へ と再生される状態であれば,つ まりこの

方向が科学的に保証 されるのであれば如何 なる環境負荷も発生 させない最終

処分地の環境費用はゼロ計上できるであろう。

不法投棄についても最終処分地 と同様の考え方ができるが,不 法投棄の場

合はそのほとんどが適正処理されずに自然地へ投棄 されるため環境費用が発

生す ると考えられる。問題は不法投棄の実情が把握できないことである。す

べての不法投棄が把握できるのであれば,不 法投棄は防止可能である。 した

がって,少 なくとも既知事実となった不法投棄と環境への影響は評価対象 と

されるべ きであろう。ただ不法投棄の多 くは,廃 棄物の占有面積を把握する

ことが困難であることか ら,不 法投棄された廃棄物が適正に処理 された場合

に負担 される処理費用や再生費用により評価することが現実的 と思われる。

3.3指 標の導入可能性

廃棄物勘定や環境経済統合勘定は,複 雑 な表形式 となるため一般には理解 し

に くい ものである。指標や指数は,環 境や経済等の諸現象の状態を簡潔に表現

するために使用 される。環境経済統合勘定か ら算出される環境調整済み国内総

生産(EDP;EnvironmentaladjustedGDP)は 現時点では適切 な指標 とは言

い難い。環境勘定で導入 されている指標 としては,NAMEAに 見 られるよう

な地球温暖化係数GWPや オゾン層破壊係数ODPな どの環境負荷物質の物量

による環境指標群がある。NAMEAで は廃棄物は重量にて計上されている。

このような指標は,物 量表が作成 されていれば導入は比較的容易である。

また,OECDのPSR指 標 の発展形 としてわが国では前述 したDPSER指 標
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が考えられてお り,廃 棄物処理や リサイクルに関連 した貨幣量,物 量,活 動量

か らDPSER指 標を定義することで導入可能である。ただし,す でに述べたよ

うに時間的なずれに関 して工夫と注意が必要である。

MFA等 で使用 されてい る指標 にMIPS(MaterialIntensityPerService

unit)が ある。MIPSはF.シ ュミッ ト(1997)が 提案 した指標でサービス単位

当たりの物質集約度を定義するものである。MIPSは 製品の全ライフサイクル

にわたる物質消費(投 入)量 を計算 し,そ の製品が産出するサービス量で除す

ことで求められる。つまり製品を作 るためには原材料のみならず,間 接的な原

材料(例 えば触媒や電力,水)な どを消費 している。この直接 ・間接すべてを

合計 した物質の投入を物質集約度(MI;MaterialIntensity)を 製品が生み出

すサービス(例 えば洗濯機が生み出すサービスは洗濯量 となる)で 除す ことで

単位サー一…ビス当たりの物質集約度が計算 される。MIPSは その値が小 さいほど,

資源生産性は高 くなる。使い捨て商品等はMIPS=1で ある。このMIPSは,

資源消費量に着目しているところに特徴があ り,物 質を動かせば動かすほど資

源消費量が増大するので,こ れを抑制 し経済の脱物質化を図るのに適 した指標

である。MIPSを 使用するとリサイクル工程の適否を評価することも可能であ

る。すなわち,物 質やエネルギー,輸 送の大量消費 を伴うリサイクルを評価す

ることがで きる。 また,GDP当 た りの物質集約度を算 出することで地域の脱

物質化 を評価す ることも可能である。多 くの製品についてMIPSを 求めるこ

とは,多 大な費用を伴 うが循環型社会の評価指標 としては優れた指標 と考 えら

れる。
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今後の課題

・勘定 フレームの再構築

廃棄物処理部門を廃棄物処理活動 とリサイクル活動 に分割表示す ること

や,そ の費用構造 を明示できるような勘定の枠組みを設定し,貨 幣勘定と物

量勘定の整合性を図 りながら,適 切な指標導出が可能な構造 として勘定を再

構築 する必要がある。

・計数の推定方法の検討

利用可能な統計情報の吟味しつつ も,リ サイクル関連の統計データは現状

では非常に乏 しいいため,何 らかの推計方法を確立して計数値 を算出しなけ

ればならないであろう。例えば,廃 棄物処理産業については,廃 棄物処理活

動とリサイクル活動の費用構造を会計上分離できるデータが必要であり,こ

のための標本調査などを実施 し地域データの収集を行う必要がある。 また,

公共部門については清掃事業に従事する公務員の賃金などは一般に清掃事業

費には含 まれてお らず委託費等の費用発生ベースで事業費が構成されている

ため,現 状では清掃部門の職員数などか ら一部の費用は推計せざるを得ない。

事業評価や政策評価 を適切に行うためには,廃 棄物処理(清 掃)行 政の経理

を独立に扱 うことが今後必要であろう。
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